浜田市石州瓦等利用促進補助金交付要綱
(目的)

第1条　この告示は、石州瓦等を利用して住宅の新築、増築等の建築行為を行う者に対して、その建築行為に係る資材に要する費用の一部を補助することにより、石見地域の地場産業の振興を図ることを目的とし、その補助金の交付に関しては、浜田市補助金等交付規則(平成17年浜田市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)　石州瓦等　石州瓦及び石州くんえん木材をいう。
(2)　建築行為　新築、増築又は大規模な修繕（屋根の葺替えを含む。）をいう。
(補助対象者)
第3条　補助の対象となる者は、市内において、次の各号のいずれにも該当する専ら自己の居住の用に供する家屋(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供しているものを含む。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利を目的とするものは除く。) に係る次の各号のいずれにも該当する建築行為を行う者(市税を滞納している者を除く。)とする。

(1)　屋根材として石州瓦を利用しているもの

(2)　屋根面積が80平方メートル以上のもの

(補助金額等)

第4条　補助金の額は、石州瓦を利用する屋根面積1平方メートル当たり500円（補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、8万円を限度とする。

2 　前項に定めるもののほか、柱材として石州くんえん木材を利用する場合にあっては、同項の額に石州くんえん木材の柱1本当たり1,000円を加算する。ただし、10万円を限度とする。

3 　前2項の規定による補助金の総額については、予算の範囲内とする。

第5条　補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、石州瓦等利用促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、棟上げの日（屋根の葺替えの場合にあっては、その着手の日）までに市長に提出しなければならない。

(1)　建築計画書

(2)　その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条　市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、石州瓦等利用促進補助金交付決定（却下）通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条　補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第9条第1項に規定する事由が生じたときは、石州瓦等利用促進補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

2　前条の規定は、前項の規定による承認をする場合について準用する。

(実績報告)

第8条　決定を受けた補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに石州瓦等利用促進事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)　建築実績書

(2)　当該建物の屋根材(柱材)が確認できる書類及び写真

(3)　石州瓦を利用している屋根の面積（石州くんえん木材を利用している柱の本数）が確認できる書類
(4)　その他市長が必要と認める書類
（交付額の確定等）

第 9条　市長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、浜田市石州瓦等利用促進補助金確定通知書（様式第5号）により補助事業者に通知するものとする。

第10条　補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、石州瓦等利用促進補助金交付請求書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2　補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付する。

(交付決定の取消し等)

第11条　市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

様式第1号（第5条関係）

　　年　　月　　日

浜田市長　　　　　様

申請者　 住　　所

    ふりがな

氏　　名　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
石州瓦等利用促進補助金交付申請書

年度において、石州瓦等利用促進補助金の交付を受けたいので、下記のとおり浜田市石州瓦等利用促進補助金交付要綱第5条の規定により申請します。

　なお、補助金の交付決定に際して市長が私の市税の納付状況について調査することに同意します。

記

1 　補助金交付申請額　　　　　　　　　　　円

2 　添付書類

⑴　建築計画書

⑵　その他
様式第2号(第６条関係)
指令番号
年　　月　　日
　　　　　　　　　様

浜田市長　　　　　　　印

石州瓦等利用促進補助金交付決定(却下)通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました石州瓦等利用促進補助金の交付については、下記のとおり決定(却下)しましたので、浜田市石州瓦等利用促進補助金交付要綱第６条の規定により通知します。
記
1　補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　円
2　交付条件
　　(却下理由)
様式第3号（第7条関係）

年　　月　　日

浜田市長　　　　　様

住所    

氏名　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
石州瓦等利用促進補助金変更承認申請書

年　　月　　日付け指令　第　　号において交付決定のあった石州瓦等利用促進補助金に係る事業計画を変更したいので、浜田市石州瓦等利用促進補助金交付要綱第7条第1項の規定により申請します。

記

1 　変更後の補助金額　　　　　　　　　　　　　　　円

2 　変更の理由

3 　添付書類

様式第4号（第8条関係） 

　年　　月　　日

浜田市長　　　　　　　様

　住所

氏名　　　　　　　㊞
石州瓦等利用促進事業実績報告書

年　　月　　日付け指令　第　　号をもって、交付決定のあった石州瓦等利用促進事業の実績について、下記のとおり浜田市石州瓦等利用促進補助金交付要綱第8条の規定により報告します。

記

1 　補助金額　　　　　　　　　　　　　　　円

2 　添付書類

⑴　建築実績書

⑵　当該建物の屋根材(柱材)が確認できる書類及び写真

⑶　石州瓦を利用している屋根の面積(石州くんえん木材を利用している柱の本数)が確認できる書類

⑷　その他
様式第5号（第9条関係）

指　令　番　号

年　　月　　日

　　　　　　　　様

浜田市長　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
浜田市石州瓦等利用促進補助金確定通知書

年　　月　　日付けで実績報告のありました浜田市石州瓦等利用促進補助金について、下記のとおり補助金の額を確定しましたので、浜田市石州瓦等利用促進補助金交付要綱第9条の規定により通知します。

記

1 　補助金の交付決定通知額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

2 　補助事業の対象経費の精算額　　　　　　　　　　　　　　　円

3 　補助金の交付確定額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　（交付決定通知額）－（交付確定額）　　　　　　　　　　　円

様式第6号（第10条関係）

石州瓦等利用促進補助金交付請求書

	一　金
	
	
	
	
	
	
	円


　　　　　　　　　　　

これは、　　　　年　　月　　日付け、浜田市指令　第　　号をもって、確定通知のあった補助金

浜田市石州瓦等利用促進補助金交付要綱第10条第1項の規定により、上記のとおり請求します。

　　　　　年　　月　　日

　浜田市長　　　　　様

住　所

氏　名　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
補助金の交付については、下記への口座振替を希望します。

	金融機関名
	

	同店舗名
	本店・本所・支店・支所・出張所・代理店

	現金種目
	1　普通　　2　当座　　3　その他（　　　　　　　　　）

	口座番号
	
	
	
	
	
	
	
	

	口座名義人
	フリガナ

	
	











